
海事代理士法にかかる申請手続（各項目の番号はそれぞれに対応している。） 

 

1．案内情報 

①手続名： 

（1）海事代理士試験の受験 

（2）海事代理士の登録 

（3）海事代理士の登録事項の変更 

（4）海事代理士の新たな事務所の設置の許可及び登録 

（5）海事代理士の業務の廃止等 

 

②手続根拠： 

（1）海事代理士法第4条、海事代理士試験規程第4条第1項 

（2）海事代理士法第9条第1項、海事代理士法施行規則第1条第1項 

（3）海事代理士法第11条第1項、海事代理士法施行規則第4条第1項 

（4）海事代理士法第10条第1項、海事代理士法施行規則第2条第1項 

海事代理士法施行規則第3条第1項 

（5）海事代理士法第13条、海事代理士法施行規則第7条 

 

③手続対象者： 

（1）海事代理士試験を受験される方 

（2）海事代理士として登録される方 

（3）登録されている事項に変更を生じた海事代理士の方 

（4）新たな事務所を開設する海事代理士の方 

（5）業務を廃止される海事代理士の方もしくは死亡された海事代理士の 

相続人の方 

 

④提出時期： 

（1）出願時期（毎年概ね8月上旬から下旬） 

（2）海事代理士としての登録を受けようとするとき 

（3）登録している事項に変更を生じたとき 

（4）新たな事務所を設置されるとき 

（5）業務を廃止されるとき又は海事代理士が亡くなられたとき 

  



⑤提出方法： 

（1）海事代理士受験願書に必要事項を記入し、受験希望地を管轄している

各地方運輸局等へ提出して下さい。 

（2）海事代理士登録申請書を作成し、登録を受けようとする事務所の所在

地を管轄する各地方運輸局等へ提出して下さい。 

（3）海事代理士変更登録申請書を作成し、登録を受けている事務所の所在

地を管轄する各地方運輸局等へ提出して下さい。 

（4）海事代理士事務所増設許可申請書を作成し、主たる事務所の所在地を

管轄する各地方運輸局等へ提出して、許可を受けた後に海事代理士事

務所増設登録申請書を作成し、新たに事務所を設置しようとする場所

を管轄する各地方運輸局等へ提出してください。 

（5）業務停止等の届出書を作成し、主たる事務所の所在地を管轄する各地

方運輸局等へ提出してください。 

 

⑥手数料： 

（1）6,800円 

（2）30,000円 

（3）1,300円（1事項につき） 

（4）海事代理士事務所増設許可申請についてはなし 

海事代理士事務所増設登録申請については、3,450円 

（5）なし 

 

⑦ 添付書類・部数： 

（1）出願前6ヶ月以内に撮影した名刺型写真2枚（脱帽上半身のもので、裏

面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

（2）合格証書又は認定書の写し、本籍（外国人にあつては国籍等）の記載

のある住民票の写し、宣誓書、各1部 

（3）なし 

（4）海事代理士事務所増設許可申請についてはなし 

海事代理士事務所増設登録申請については許可書、1部 

（5）なし 

  



 

⑧ 申請書様式： 

（1） 海事代理士受験願書（国土交通省ウェブサイト：「ホーム」>「国

土交通省について」>「国家試験のご案内」>「海事代理士になるに

は」からダウンロード及び下記窓口にて配布） 

（2）海事代理士登録申請書 

（3）海事代理士変更登録申請書 

（4）海事代理士事務所増設許可申請書及び海事代理士事務所増設登録 

申請書 

（5）任意 

 

⑨記載要領・記載例 

提出先となる各地方運輸局等（詳細は下記記載）にお問い合わせ下さい。 

 

2．窓口情報 

①提出先： 

北海道運輸局 海事振興部旅客・船舶産業課 TEL 011-290-1011 

   〒060-0042 札幌市中央区大通西10 札幌第二合同庁舎 

  東北運輸局 海事振興部海事産業課     TEL 022-791-7512 

   〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第四合同庁舎 

  関東運輸局 海事振興部旅客課       TEL 045-211-7214 

   〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 

  北陸信越運輸局 海事部海事産業課     TEL 025-285-9156 

   〒950-8537 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎二号館 

  中部運輸局 海事振興部旅客課       TEL 052-952-8013 

   〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第一号館 

  近畿運輸局 海事振興部旅客課       TEL 06-6949-6416  

   〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第四号館 

  神戸運輸監理部 海事振興部旅客課     TEL 078-321-3146 

   〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎 

  中国運輸局 海事振興部旅客課       TEL 082-228-3679 

   〒730-8544 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎四号館 

  四国運輸局 海事振興部海運・港運課    TEL 087-802-6807 

   〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館 

  九州運輸局 海事振興部旅客課       TEL 092-472-3155 

   〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館 



  内閣府沖縄総合事務局 運輸部総務運航課  TEL 098-866-1836 

   〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 

 

②受付時間： 

提出先にお問い合わせ下さい。 

 

③相談窓口： 

海事局総務課海洋教育・海事振興企画室  TEL 03-5253-8946 

上記各地方運輸局等窓口 


